
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 39

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の

方法

現在
の

状況

15 16 8 23

29 201 奈良市 男女共同参画室 1 1 1 1 奈良市男女共同参画推進条例 2003年3月26日 2003年4月1日 第3次奈良市男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

29 202 大和高田市 人権施策課 1 1 1 1 大和高田市男女共同参画推進条例 2002年3月19日 2002年4月1日
大和高田市男女共同参画計画ビッグス
テップ（第3次）

2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

29 203 大和郡山市 人権施策推進課 1 2 1 1 大和郡山市男女共同参画推進条例 2018年12月20日 2019年4月1日
大和郡山市男女共同参画基本計画（第三
期）改訂版

2019年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 1

29 204 天理市 市民総活躍推進課 1 2 1 1 0
第3次天理市男女共同参画社会づくり計
画　かがやきプラン21

2017年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

29 205 橿原市 人権政策課 1 2 1 1 橿原市男女共同参画推進条例 2006年3月31日 2006年7月1日 橿原市男女共同参画行動計画（第３次） 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1
29 206 桜井市 人権施策課 1 2 1 1 2 第2次さくらい男女共同参画プラン21 2015年4月 ～ 2025年3月 0 1
29 207 五條市 人権施策課 1 2 1 1 五條市男女共同参画推進条例 2017年3月28日 2017年3月28日 第２次五條市男女共同参画計画 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1
29 208 御所市 人権施策課 1 2 1 1 0 御所市男女共同参画基本計画 2015年4月 ～ 2025年3月 1 1

29 209 生駒市 男女共同参画プラザ 1 1 1 1 生駒市男女共同参画推進条例 2007年9月28日 2008年4月1日
生駒市男女共同参画行動計画（第3次）
You＆Iプラン

2015年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

29 210 香芝市 市民協働課 1 2 0 1 0 第３次香芝市男女共同参画プラン 2022年4月 ～ 2032年3月 1 1
29 211 葛城市 人権政策課 1 2 1 1 0 第2次葛城市男女共同参画基本計画 2019年4月 ～ 2029年3月 1 1
29 212 宇陀市 人権推進課 1 2 1 1 宇陀市男女共同参画推進条例 2020年12月25日 2020年12月25日 宇陀市男女共同参画計画（第２次） 2018年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1
29 322 山添村 総務課 1 2 0 0 0 0
29 342 平群町 総務防災課 1 2 1 1 2 平群町第2次男女共同参画プラン 2014年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 1
29 343 三郷町 住民福祉課 1 2 1 0 2 三郷町男女共同参画等計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

29 344 斑鳩町 政策財政課 1 2 1 1 斑鳩町男女共同参画推進条例 2004年3月19日 2004年4月1日
女と男が輝く未来計画～第３次斑鳩町男
女共同参画推進計画～

2016年4月 ～ 2026年3月 1 1

29 345 安堵町 総合政策課 1 2 0 0 0
（第５次安堵町総合計画・第２期安堵町総
合戦略）

2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 0 0

29 361 川西町 総務課 1 2 0 0 0 0
29 362 三宅町 総務課 1 2 0 0 0 0

29 363 田原本町 総務課 1 2 0 0 0
（田原本町第4次総合計画後期基本計画
第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略）

2022年4月 ～ 2027年3月 0 0

29 385 曽爾村 教育委員会事務局 2 2 0 0 2 0
29 386 御杖村 総務課 1 2 0 0 0 （御杖村長期総合計画） 2020年4月 ～ 2029年3月 0 0
29 401 高取町 住民課 1 2 0 0 0 0
29 402 明日香村 教育課 2 2 0 0 0 0
29 424 上牧町 社会教育課 2 2 0 0 0 1
29 425 王寺町 地域交流課 1 2 0 1 0 1
29 426 広陵町 協働のまちづくり推進課 1 2 1 1 0 広陵町男女共同参画行動計画 2018年4月 ～ 2028年3月 1 1

29 427 河合町
住民福祉課（心の交流セ
ンター）

1 2 0 0 0 0

29 441 吉野町 町民税務課 1 2 0 0 0 0
29 442 大淀町 総務課 1 2 0 0 0 0
29 443 下市町 総務課 1 2 0 0 0 下市町男女共同参画等計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1
29 444 黒滝村 保健福祉課 1 2 0 0 0 0
29 446 天川村 住民課 1 2 0 0 0 天川村男女共同参画等計画 2020年4月 ～ 2025年3月 1 1
29 447 野迫川村 総務課 1 2 0 0 0 （野迫川村総合計画２０２０） 2020年4月 ～ 2029年3月 0 0
29 449 十津川村 住民課 1 2 0 0 0 十津川村女性活躍・男女共同参画プラン 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1
29 450 下北山村 住民課 1 2 0 0 0 0
29 451 上北山村 住民課 1 2 0 0 0 0
29 452 川上村 住民課 1 2 0 0 2 0
29 453 東吉野村 総務企画課 1 2 0 0 0 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有
２　教育委員会 ０　無 １　2023年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定無

２　2022年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定

有有
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議
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所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2022年4月1日現在で有効なもの）



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

4 1 3 3 1 0 4 0 0

29 201 奈良市 奈良市男女共同参画センター あすなら 630-8245 奈良市西之阪町12番地 0742-81-3100 0742-25-0600
https://www.city.nara.lg.jp/
soshiki/24/

○ ○ ○

29 202 大和高田市
29 203 大和郡山市

29 204 天理市 市民活動交流プラザ かがやきプラザ 632-0035 天理市守目堂町89番地 0743-68-2666 0743-68-2665

http://www.city.tenri.nara.j
p/kyouikubunkacommunity
/danjyokyoudousankakupla
za/139567164138.html

○ ○ ○

29 205 橿原市 男女共同参画広場 ゆめおーく 634-0804 奈良県橿原市内膳町１丁目６番８号 0744-47-3090 0744-47-2351
http://www.kashihara-
naviplaza.com/kyoudou.htm
l

○ ○ ○

29 206 桜井市
29 207 五條市
29 208 御所市

29 209 生駒市 生駒市男女共同参画プラザ 630-0257 奈良県生駒市元町1丁目6番12号 0743-75-0237 0743-73-0555
https://www.city.ikoma.lg.jp
/soshiki/6-6-0-0-0_2.html

○ ○ ○

29 210 香芝市
29 211 葛城市
29 212 宇陀市
29 322 山添村
29 342 平群町
29 343 三郷町
29 344 斑鳩町
29 345 安堵町
29 361 川西町
29 362 三宅町
29 363 田原本町
29 385 曽爾村
29 386 御杖村
29 401 高取町
29 402 明日香村
29 424 上牧町
29 425 王寺町
29 426 広陵町
29 427 河合町
29 441 吉野町
29 442 大淀町
29 443 下市町
29 444 黒滝村
29 446 天川村
29 447 野迫川村
29 449 十津川村
29 450 下北山村
29 451 上北山村
29 452 川上村
29 453 東吉野村

奈良県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2022年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 奈良県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企

業

・

N

P

O

と

の

連

携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

4 4 4 3 3 2 1 0 0 1

29 201 奈良市 奈良市男女共同参画センター 2002年9月14日 5 7 9,424 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 202 大和高田市 0 0 0

29 203 大和郡山市 0 0 0
29 204 天理市 市民活動交流プラザ 1998年4月1日 4 0 4,303 ○ ○ 女性団体の活動拠点
29 205 橿原市 男女共同参画広場 2011年4月29日 5 3 431 ○ ○ ○ ○

29 206 桜井市 0 0 0

29 207 五條市 0 0 0

29 208 御所市 0 0 0

29 209 生駒市 生駒市男女共同参画プラザ 1990年4月1日 2 2 10,592 ○ ○ ○ ○ ○

29 210 香芝市 0 0 0

29 211 葛城市 0 0 0

29 212 宇陀市 0 0 0
29 322 山添村 0 0 0
29 342 平群町 0 0 0

29 343 三郷町 0 0 0

29 344 斑鳩町 0 0 0

29 345 安堵町 0 0 0

29 361 川西町 0 0 0

29 362 三宅町 0 0 0

29 363 田原本町 0 0 0

29 385 曽爾村 0 0 0

29 386 御杖村 0 0 0

29 401 高取町 0 0 0

29 402 明日香村 0 0 0

29 424 上牧町 0 0 0

29 425 王寺町 0 0 0

29 426 広陵町 0 0 0

29 427 河合町 0 0 0

29 441 吉野町 0 0 0

29 442 大淀町 0 0 0

29 443 下市町 0 0 0

29 444 黒滝村 0 0 0

29 446 天川村 0 0 0

29 447 野迫川村 0 0 0

29 449 十津川村 0 0 0

29 450 下北山村 0 0 0

29 451 上北山村 0 0 0

29 452 川上村 0 0 0

29 453 東吉野村 0 0 0

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県
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ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２２　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 12 0 0.0 12 0 0.0 27 0 0.0 24 1 4.2 4,293 424 9.9

29 201 奈良市 1 0 0.0 2 0 0.0 1127 146 13.0

29 202 大和高田市 1 0 0.0 1 0 0.0 137 9 6.6

29 203 大和郡山市 1 0 0.0 1 0 0.0 315 47 14.9

29 204 天理市 1 0 0.0 1 0 0.0 136 5 3.7

29 205 橿原市 1 0 0.0 0 0 649 101 15.6

29 206 桜井市 1 0 0.0 1 0 0.0 106 2 1.9

29 207 五條市 1 0 0.0 1 0 0.0 290 15 5.2

29 208 御所市 1 0 0.0 1 0 0.0 119 7 5.9

29 209 生駒市 2008年2月10日 生駒市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 127 20 15.7

29 210 香芝市 2007年9月30日 香芝市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 47 3 6.4

29 211 葛城市 1 0 0.0 1 0 0.0 44 0 0.0

29 212 宇陀市 1 0 0.0 1 0 0.0 216 10 4.6

29 322 山添村 1 0 0.0 1 0 0.0 30 0 0.0

29 342 平群町 1 0 0.0 1 0 0.0 40 5 12.5

29 343 三郷町 1 0 0.0 1 0 0.0 44 8 18.2

29 344 斑鳩町 1 0 0.0 1 0 0.0 172 24 14.0

29 345 安堵町 1 0 0.0 1 0 0.0 12 1 8.3

29 361 川西町 1 0 0.0 1 0 0.0 20 1 5.0

29 362 三宅町 1 0 0.0 1 0 0.0 10 0 0.0

29 363 田原本町 1 0 0.0 1 0 0.0 100 3 3.0

29 385 曽爾村 1 0 0.0 1 0 0.0 9 0 0.0

29 386 御杖村 1 0 0.0 0 0 4 0 0.0

29 401 高取町 1 0 0.0 1 1 100.0 24 0 0.0

29 402 明日香村 1 0 0.0 1 0 0.0 40 0 0.0

29 424 上牧町 1 0 0.0 1 0 0.0 24 4 16.7

29 425 王寺町 1 0 0.0 1 0 0.0 54 4 7.4

29 426 広陵町 1 0 0.0 1 0 0.0 41 2 4.9

29 427 河合町 1 0 0.0 1 0 0.0 21 4 19.0

29 441 吉野町 1 0 0.0 1 0 0.0 44 0 0.0

29 442 大淀町 1 0 0.0 1 0 0.0 51 0 0.0

29 443 下市町 1 0 0.0 1 0 0.0 86 1 1.2

29 444 黒滝村 1 0 0.0 0 0 12 0 0.0

29 446 天川村 1 0 0.0 1 0 0.0 19 0 0.0

29 447 野迫川村 1 0 0.0 0 0 13 0 0.0

29 449 十津川村 1 0 0.0 1 0 0.0 53 0 0.0

29 450 下北山村 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

29 451 上北山村 1 0 0.0 1 0 0.0 4 0 0.0

29 452 川上村 1 0 0.0 1 0 0.0 26 2 7.7

29 453 東吉野村 1 0 0.0 1 0 0.0 19 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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奈良県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況
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市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

742 602 8,954 2,328 26.0 576 460 7,389 1,794 24.3 214 100 1,150 160 13.9 719 63 8.8 839 75 8.9

小計 566 450 7,067 1,687 23.9 213 100 1,147 160 13.9

29 201 奈良市 40.0 2027年3月 68 56 738 239 32.4 地方自治法２０２条及び条例に基づく審議会等 36 34 505 164 32.5 6 4 56 9 16.1 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

29 202 大和高田市 35.0 2027年3月 51 44 696 203 29.2 地方自治法202条の3に基づく審議会、その他規則、要綱等により設
置されている審議会等

32 26 363 86 23.7 6 3 30 5 16.7 34 2 5.9 35 2 5.7 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

29 203 大和郡山市 30.0 2024年3月 28 22 400 57 14.3
法律、政令、条例、規則により設置されている審議会・委員会・協議
会等 27 21 377 56 14.9 6 2 35 3 8.6 23 1 4.3 24 1 4.2 1 1 1

29 204 天理市 25.0 2026年3月 63 46 800 152 19.0 法令・条例・規則・要綱等により設置されている審議会等 14 12 242 46 19.0 6 3 35 3 8.6 26 3 11.5 27 3 11.1 1 2 2021年9月1日 2 2021年9月1日

29 205 橿原市 30.0 2023年3月 69 55 774 197 25.5
法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置されている審議
会等、法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の
5）、条例、規則、規程、要綱等により設置されている協議会

16 16 220 60 27.3 6 3 31 5 16.1 24 3 12.5 25 3 12.0 1 1 1

29 206 桜井市 30.0 2025年3月 24 21 380 101 26.6 法律・条令・規則・要綱等により設置されている審議会、審査会、協
議会、会議、委員会、推薦会等

20 18 264 55 20.8 6 4 30 4 13.3 30 3 10.0 31 3 9.7 1 1 1

29 207 五條市 30.0 2029年3月 33 28 577 159 27.6 五條市条例に基づく審議会 12 10 230 49 21.3 6 3 55 8 14.5 38 5 13.2 39 5 12.8 1 1 1
29 208 御所市 30.0 2023年3月 34 28 404 95 23.5 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 13 12 221 50 22.6 6 2 33 3 9.1 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

29 209 生駒市 40.0 2025年3月 66 61 780 262 33.6 地方自治法（第２０２条の３）及び条例、規則、要綱、要領により設置
されている審議会等

11 11 179 58 32.4 6 5 32 11 34.4 31 5 16.1 32 5 15.6 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 1

29 210 香芝市 30.0 2023年3月 69 57 824 194 23.5 法律・政令・条例・規則・要綱・規約等により設置されている審議会 31 26 401 90 22.4 6 4 31 6 19.4 29 3 10.3 1 1 1

29 211 葛城市 40.0 2029年3月 27 19 309 58 18.8
地方自治法第202条の3及び葛城市条例に基づき設置された審議会
等 11 8 163 25 15.3 6 2 38 3 7.9 25 4 16.0 26 4 15.4 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

29 212 宇陀市 30.0 2028年3月 30 22 363 95 26.2 条例の定めるところによる審議会 30 22 363 95 26.2 6 5 29 8 27.6 25 2 8.0 26 2 7.7 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
29 322 山添村 8 4 63 9 14.3 6 2 45 5 11.1 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1

29 342 平群町 30.0 2024年3月 26 21 226 54 23.9 地方自治法（第202条の3）及び条例に基づく審議会・地方自治法（第
180条の5）及び条例に基づく委員会

9 8 95 22 23.2 6 4 30 6 20.0 14 2 14.3 15 2 13.3 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

29 343 三郷町 19 15 195 46 23.6 6 3 27 4 14.8 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1
29 344 斑鳩町 35.0 2026年3月 46 40 394 132 33.5 法律、条例、規則、要綱等により設置されている審議会・委員会等 33 29 310 107 34.5 6 4 35 6 17.1 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
29 345 安堵町 5 3 60 8 13.3 5 2 26 3 11.5 18 3 16.7 19 3 15.8 1 1 1
29 361 川西町 7 4 76 10 13.2 6 5 31 6 19.4 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
29 362 三宅町 11 9 103 35 34.0 6 4 25 6 24.0 18 1 5.6 19 1 5.3 1 2 2022年7月1日 1
29 363 田原本町 30.0 2027年3月 31 23 318 66 20.8 30 22 313 65 20.8 6 2 34 5 14.7 22 3 13.6 2 2021年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
29 385 曽爾村 6 3 58 9 15.5 5 3 25 4 16.0 7 0 0.0 8 0 0.0 1 1 1
29 386 御杖村 20.0 2025年3月 9 8 104 31 29.8 法律、制令又は条例により設置されている委員会等 9 8 104 31 29.8 6 2 24 3 12.5 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1
29 401 高取町 12 8 85 15 17.6 5 3 33 4 12.1 10 0 0.0 11 0 0.0 1 1 1
29 402 明日香村 6 4 52 13 25.0 6 2 37 4 10.8 1 1 1
29 424 上牧町 32.0 2027年3月 26 23 369 112 30.4 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 26 23 369 112 30.4 5 3 25 5 20.0 28 8 28.6 29 8 27.6 1 1 1
29 425 王寺町 35.0 2028年3月 20 14 216 52 24.1 総委員数 20 14 216 52 24.1 6 1 28 2 7.1 16 2 12.5 1 1 1
29 426 広陵町 25.0 2022年4月 22 14 282 69 24.5 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 22 14 283 69 24.4 5 2 28 3 10.7 28 3 10.7 29 3 10.3 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
29 427 河合町 11 9 193 56 29.0 5 3 25 5 20.0 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1
29 441 吉野町 8 7 85 14 16.5 5 2 33 4 12.1 21 4 19.0 1 1 1
29 442 大淀町 10 9 197 48 24.4 5 1 30 2 6.7 23 2 8.7 24 2 8.3 1 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
29 443 下市町 8 5 141 42 29.8 5 3 24 4 16.7 19 1 5.3 20 1 5.0 1 1 1
29 444 黒滝村 8 6 94 11 11.7 5 1 24 2 8.3 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1
29 446 天川村 5 4 78 15 19.2 5 1 22 2 9.1 22 0 0.0 23 0 0.0 1 1 1
29 447 野迫川村 7 6 54 13 24.1 4 0 12 0 0.0 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1
29 449 十津川村 9 6 60 14 23.3 3 1 10 1 10.0 1 1 1
29 450 下北山村 5 2 69 4 5.8 5 3 22 3 13.6 23 0 0.0 24 0 0.0 1 1 1
29 451 上北山村 7 3 81 16 19.8 4 1 12 1 8.3 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
29 452 川上村 7 6 58 10 17.2 5 1 19 1 5.3 20 0 0.0 21 0 0.0 1 1 1
29 453 東吉野村 5 3 47 7 14.9 5 1 26 1 3.8 21 1 4.8 22 1 4.5 1 1 1

その他
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その他
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市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

10 10 322 107 33.2 1 0 3 0 0.0

奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0

大和高田市 0 0 0 0 0 0 0 0

大和郡山市 0 0 0 0 0 0 0 0

天理市 0 0 0 0 0 0 0 0

橿原市 1 1 45 15 33.3 0 0 0 0

桜井市 2 2 85 37 43.5 0 0 0 0

五條市 2 2 96 33 34.4 0 0 0 0

御所市 0 0 0 0 0 0 0 0

生駒市 0 0 0 0 0 0 0 0

香芝市 0 0 0 0 0 0 0 0

葛城市 2 2 45 14 31.1 0 0 0 0

宇陀市 0 0 0 0 0 0 0 0

山添村 0 0 0 0 0 0 0 0

平群町 0 0 0 0 0 0 0 0

三郷町 0 0 0 0 0 0 0 0

斑鳩町 2 2 46 7 15.2 0 0 0 0

安堵町 0 0 0 0 0 0 0 0

川西町 0 0 0 0 0 0 0 0

三宅町 0 0 0 0 0 0 0 0

田原本町 1 1 5 1 20.0 0 0 0 0

曽爾村 0 0 0 0 0 0 0 0

御杖村 0 0 0 0 0 0 0 0

高取町 0 0 0 0 0 0 0 0

明日香村 0 0 0 0 0 0 0 0

上牧町 0 0 0 0 0 0 0 0

王寺町 0 0 0 0 0 0 0 0

広陵町 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

河合町 0 0 0 0 0 0 0 0

吉野町 0 0 0 0 0 0 0 0

大淀町 0 0 0 0 0 0 0 0

下市町 0 0 0 0 0 0 0 0

黒滝村 0 0 0 0 0 0 0 0

天川村 0 0 0 0 0 0 0 0

野迫川村 0 0 0 0 0 0 0 0

十津川村 0 0 0 0 0 0 0 0

下北山村 0 0 0 0 0 0 0 0

上北山村 0 0 0 0 0 0 0 0

川上村 0 0 0 0 0 0 0 0

東吉野村 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）
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度
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女
性
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（％）
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総
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女
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（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況
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        (委員のみ）
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（％）
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総
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（％）
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審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管

理

職

数

女

性

うち
女理
性職
管数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

1,579 359 22.7 1,170 185 15.8 261 28 10.7 199 18 9.0 150 27 18.0 121 16 13.2 1,168 304 26.0 850 151 17.8 1,612 592 36.7 1,097 303 27.6 2,069 700 33.8 1,263 375 29.7 246 46 18.7 80 5 6.3

29 201 奈良市 207 50 24.2 129 23 17.8 23 5 21.7 16 3 18.8 33 5 15.2 23 2 8.7 151 40 26.5 90 18 20.0 281 68 24.2 163 41 25.2 448 82 18.3 247 45 18.2 1 14 3 21.4 4 0 0.0 1

29 202 大和高田市 140 31 22.1 82 10 12.2 39 3 7.7 12 0 0.0 11 2 18.2 9 0 0.0 90 26 28.9 61 10 16.4 68 35 51.5 36 17 47.2 226 105 46.5 99 42 42.4 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

29 203 大和郡山市 60 4 6.7 54 4 7.4 9 0 0.0 8 0 0.0 11 1 9.1 8 1 12.5 40 3 7.5 38 3 7.9 66 18 27.3 54 15 27.8 77 19 24.7 51 8 15.7 1 5 0 0.0 2 0 0.0 1

29 204 天理市 76 26 34.2 64 18 28.1 10 0 0.0 10 0 0.0 9 1 11.1 9 1 11.1 57 25 43.9 45 17 37.8 52 23 44.2 34 8 23.5 73 17 23.3 60 13 21.7 1 8 1 12.5 3 0 0.0 1

29 205 橿原市 126 31 24.6 90 11 12.2 13 1 7.7 12 1 8.3 31 5 16.1 28 4 14.3 82 25 30.5 50 6 12.0 144 51 35.4 96 22 22.9 202 54 26.7 95 18 18.9 1 11 0 0.0 6 0 0.0 1

29 206 桜井市 49 5 10.2 43 5 11.6 10 1 10.0 9 1 11.1 0 0 0 0 39 4 10.3 34 4 11.8 77 30 39.0 60 26 43.3 7 1 14.3 6 0 0.0 1 6 0 0.0 3 0 0.0 1

29 207 五條市 48 8 16.7 33 4 12.1 10 3 30.0 7 1 14.3 11 4 36.4 9 3 33.3 27 1 3.7 17 0 0.0 60 14 23.3 47 8 17.0 68 34 50.0 41 21 51.2 1 13 0 0.0 7 0 0.0 1

29 208 御所市 63 15 23.8 46 6 13.0 14 0 0.0 13 0 0.0 0 0 0 0 49 15 30.6 33 6 18.2 8 2 25.0 8 2 25.0 89 33 37.1 57 18 31.6 1 7 1 14.3 3 0 0.0 1

29 209 生駒市 90 27 30.0 59 11 18.6 12 2 16.7 9 1 11.1 9 1 11.1 6 1 16.7 69 24 34.8 44 9 20.5 153 51 33.3 93 19 20.4 174 59 33.9 94 34 36.2 1 10 4 40.0 4 1 25.0 1

29 210 香芝市 70 22 31.4 41 7 17.1 10 1 10.0 9 1 11.1 6 1 16.7 6 1 16.7 54 20 37.0 26 5 19.2 143 76 53.1 70 15 21.4 55 25 45.5 21 7 33.3 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

29 211 葛城市 59 15 25.4 52 13 25.0 15 2 13.3 14 2 14.3 0 0 0 0 44 13 29.5 38 11 28.9 66 24 36.4 47 9 19.1 41 23 56.1 24 9 37.5 1 6 1 16.7 3 0 0.0 1

29 212 宇陀市 147 54 36.7 75 17 22.7 24 4 16.7 10 2 20.0 9 2 22.2 5 0 0.0 114 48 42.1 60 15 25.0 85 45 52.9 44 16 36.4 118 42 35.6 94 30 31.9 1 5 0 0.0 3 0 0.0 1

29 322 山添村 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 9 0 0.0 22 12 54.5 14 4 28.6 21 13 61.9 10 2 20.0 1 8 1 12.5 3 0 0.0 1

29 342 平群町 19 2 10.5 17 1 5.9 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 15 2 13.3 13 1 7.7 27 11 40.7 22 9 40.9 17 10 58.8 9 3 33.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

29 343 三郷町 27 3 11.1 25 1 4.0 6 0 0.0 6 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 18 3 16.7 16 1 6.3 19 5 26.3 16 2 12.5 9 1 11.1 9 0 0.0 1 3 0 0.0 2 0 0.0 1

29 344 斑鳩町 21 3 14.3 19 3 15.8 6 1 16.7 6 1 16.7 0 0 0 0 15 2 13.3 13 2 15.4 26 13 50.0 23 12 52.2 36 22 61.1 22 12 54.5 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

29 345 安堵町 15 2 13.3 14 2 14.3 4 1 25.0 4 1 25.0 0 0 0 0 11 1 9.1 10 1 10.0 15 5 33.3 13 4 30.8 13 8 61.5 10 5 50.0 1 3 0 0.0 2 0 0.0 1

29 361 川西町 16 2 12.5 14 2 14.3 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 12 2 16.7 10 2 20.0 19 10 52.6 16 8 50.0 33 13 39.4 16 4 25.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

29 362 三宅町 21 6 28.6 21 6 28.6 5 1 20.0 5 1 20.0 4 1 25.0 4 1 25.0 12 4 33.3 12 4 33.3 0 0 0 0 19 6 31.6 18 6 33.3 2 2022年7月1日 7 2 28.6 1 0 0.0 1

29 363 田原本町 40 9 22.5 32 8 25.0 9 1 11.1 7 1 14.3 2 0 0.0 1 0 0.0 29 8 27.6 24 7 29.2 18 6 33.3 16 6 37.5 47 11 23.4 37 9 24.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

29 385 曽爾村 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 9 0 0.0 8 4 50.0 7 3 42.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

29 386 御杖村 9 2 22.2 8 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 22.2 8 1 12.5 9 3 33.3 8 2 25.0 16 11 68.8 10 6 60.0 1 7 3 42.9 3 1 33.3 1

29 401 高取町 10 2 20.0 10 2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20.0 10 2 20.0 16 5 31.3 15 4 26.7 0 0 0 0 1 10 3 30.0 1 0 0.0 1

29 402 明日香村 12 2 16.7 12 2 16.7 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2 14 2 14.3 14 2 14.3 14 7 50.0 14 7 50.0 1 11 4 36.4 0 0 1

29 424 上牧町 21 4 19.0 18 3 16.7 4 0 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 16 4 25.0 13 3 23.1 33 20 60.6 25 14 56.0 26 13 50.0 16 9 56.3 1 10 1 10.0 1 0 0.0 1

29 425 王寺町 34 8 23.5 30 5 16.7 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 25 7 28.0 21 4 19.0 0 0 0 0 44 17 38.6 41 14 34.1 1 6 2 33.3 3 0 0.0 1

29 426 広陵町 35 12 34.3 31 10 32.3 6 1 16.7 6 1 16.7 5 3 60.0 4 2 50.0 24 8 33.3 21 7 33.3 29 14 48.3 18 4 22.2 39 13 33.3 27 10 37.0 1 4 1 25.0 1 0 0.0 1

29 427 河合町 31 3 9.7 30 2 6.7 7 0 0.0 7 0 0.0 4 1 25.0 4 0 0.0 20 2 10.0 19 2 10.5 13 6 46.2 9 3 33.3 40 6 15.0 33 3 9.1 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

29 441 吉野町 20 2 10.0 20 2 10.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 18 2 11.1 18 2 11.1 21 4 19.0 21 4 19.0 15 8 53.3 15 8 53.3 1 10 4 40.0 3 1 33.3 1

29 442 大淀町 23 2 8.7 21 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 17 2 11.8 15 0 0.0 36 11 30.6 30 5 16.7 30 18 60.0 29 17 58.6 1 5 1 20.0 2 0 0.0 1

29 443 下市町 11 2 18.2 11 2 18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2 11 1 9.1 11 1 9.1 14 7 50.0 12 5 41.7 1 12 4 33.3 1 0 0.0 1

29 444 黒滝村 8 1 12.5 8 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 12.5 8 1 12.5 7 2 28.6 7 2 28.6 6 1 16.7 6 1 16.7 1 7 1 14.3 3 1 33.3 1

29 446 天川村 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.0 6 0 0.0 8 4 50.0 6 2 33.3 1 9 2 22.2 1 0 0.0 1

29 447 野迫川村 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11.1 9 1 11.1 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

29 449 十津川村 11 1 9.1 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 9.1 10 1 10.0 24 9 37.5 21 6 28.6 23 11 47.8 18 6 33.3 1 5 2 40.0 1 0 0.0 1

29 450 下北山村 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.0 8 0 0.0 4 1 25.0 4 1 25.0 0 0 0 0 1 7 3 42.9 1 0 0.0 1

29 451 上北山村 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.0 5 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 1 5 1 20.0 2 0 0.0 1

29 452 川上村 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2 0 0 0 0 1 4 1 25.0 3 1 33.3 1

29 453 東吉野村 7 2 28.6 5 1 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 28.6 5 1 20.0 10 4 40.0 9 4 44.4 24 10 41.7 17 3 17.6 1 0 0 0 0 1
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市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

12 1の合計 27 0 25 1 25 25 25 25 25 21

16 2の合計 2 20 2 26 3 3 3 3 8 3

2 3の合計 1 4 0 2 2 2 2 1 2

9 4の合計 9 3 9 9 9 9 5 13

29 ## 奈良市 1

奈良市職員旧姓使用要領　第5条第1項

「任命権者は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処
理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

奈良市議会 1 2 1

奈良市議会会議規則

（欠席の届出）　第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助
その他のやむを得ない事由のため出席できない時は、その理由を付け、当日の開議
時刻までに、議長に届け出なければならない。　２　議員は、出産のため出席できない
時は、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出
産の日8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 大和高田市 1

大和高田市職員旧姓使用要綱

第1条　この要綱は、男女共同参画社会の形成を促進し、職員個人が性別に関わら
ずに能力を発揮できる職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事
由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の
氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものと
する。

第5条　市長は前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処
理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

大和高田市議会 1 2 1

大和高田市議会会議規則

第2条
2　議員は出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 2 1 1 1 1 1 4

29 ## 大和郡山市 2 大和郡山市議会 1 2 1

大和郡山市議会

第2条
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 4

29 ## 天理市 1

天理市職員の旧姓使用に関する要綱

この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後
も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することに関し必要な事項を
定めるものとする。

天理市議会 1 2 1

天理市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 橿原市 2 橿原市議会 1 3 1

橿原市議会会議規則

第２条 ２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の７週間（多胎妊娠
の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出すること
ができる。

2 1 1 1 1 1 4

29 ## 桜井市 2 桜井市議会 1 2 1

桜井市議会会議規則

(欠席の届出)
第2条
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 五條市 1

五條市職員旧姓使用取扱要領

第１条　この要綱は、男女共同参画社会の形成を促進し、職員個人が性別に関わら
ず能力を発揮できる職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の理由
（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の、氏を改めた後も婚姻等の前の戸籍上の氏
（以下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとす
る。

五條市議会 1 4 2 2 4 4 4 4 2 2

29 ## 御所市 2 御所市議会 1 3 1

御所市議会会議規則

第2条（略）
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は産前の休
暇を始める日から、当該日から起算して16週間（多胎妊娠の場合にあっては22週間）
を経過する日までの期間のいずれかの範囲内において、その期間を明らかにして、
あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 生駒市 1

生駒市職員旧姓使用取扱要綱

第5条　任命権者は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は
事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、
任命権者は、特別の必要があると認めるときは、旧姓の使用を承認しないことができ
る。

生駒市議会 1 3 1

生駒市議会会議規則

(欠席の届出)

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。

2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合に
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

調査時点

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

※2023/2/28 更新（平群町の内容に誤りがあったため訂正）

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

奈良県



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

29 ## 香芝市 2 香芝市議会 1 2 1

第２条第２項

議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内に
おいて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 葛城市 1

葛城市職員旧姓使用取扱規程

第1条　この訓令は、個性を尊重し、働きやすい職場環境の整備を図るため、職員が
婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も
引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な
事項を定めるものとする。

葛城市議会 1 2 1

葛城市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 宇陀市 1

宇陀市職員服務規程

(旧姓の使用)
第5条の2　職員は婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍
上の氏を改めた後も、別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏
を文書等に使用すること（以下「旧姓使用」という。）を希望する場合は、別に定めると
ころにより速やかに申し出なければならない。
2　前項の規定による申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行
い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用の承認を通知する。
3　職員は、旧姓使用に当たって、常に市民、関係機関及び職員等に誤解や混乱が
生じないよう努めなければならない。
4　所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければな
らない。

宇陀市議会 1 2 1

宇陀市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。 2 1 1 1 1 1 1

29 ## 山添村 4 山添村議会 1 2 1

山添村議会規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

29 ## 平群町 1 平群町議会 1 2 1

平群町議会会議規則

(欠席の届出)
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。 

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 三郷町 4 三郷町議会 1 2 1

三郷町議会会議規則

三郷町議会会議規則
第１章　総則
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

平群町職員旧姓使用取扱要綱

○平群町職員旧姓使用取扱要綱 
(平成26年3月31日要綱第4号) 
 
 

(趣旨)
第1条　この要綱は、職員の個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備す
るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上
の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用
することに関して必要な事項を定めるものとする。 
(適用職員)
第2条　この要綱は、平群町の一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時及び非
常勤の職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）を除く。 
(旧姓を使用できる文書等)
第3条　旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触する恐れがなく、職務遂行上又は
事務処理上支障がないと認められるもので、次の各号に掲げる基準に該当するもの
とする。 
(1)　単に氏名が記載されているもの 
(2)　専ら職務上使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確
認できる内容のもの 
(3)　職員の権利義務に関する文書等のうち、当該旧姓を使用する職員の同一性の
確認が容易にでき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの 
(4)　その他適当と認められるもの 
(旧姓使用の承認の申請)
第4条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならな
い。 
2　職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたた
め、平群町職員服務規程（昭和51年7月平群町規程11号。以下「服務規程」という。）
第13条に規定する氏名変更に関する届を届け出る際に、又はその届出の後速やか
に、旧姓使用承認申請書（様式第１号）を所属長を経由して総務防災課長に提出しな
ければならない。 
[平群町職員服務規程（昭和51年7月平群町規程11号。以下「服務規程」という。）第
13条]
(旧姓使用の承認)
第5条　町長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務
処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。 
2　町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書
（様式第2号）により、その旨を所属長を経由して当該承認を受けた職員（以下「旧姓
使用職員」という。）に通知するとともに、旧姓使用職員台帳（様式第3号）にその旨を
記載するものとする。 
(承認の取消し)
第6条　町長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用
職員の旧姓使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧
姓使用に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。 
2　町長は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、その旨を所属
長を経由して当該旧姓の使用の承認を取り消された職員に通知するとともに、旧姓
使用職員台帳にその旨を記載するものとする。 
(旧姓使用の中止)
第7条　旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（様
式第4号）を町長に提出しなければならない。 
2　町長は、前項の届の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支
障がないと認めるときは、当該旧姓の使用の中止について承認するものとする。 
3　町長は、前項の規定により旧姓の使用の中止を承認したときは、その旨を所属長
を経由して当該承認を受けた職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳にその旨
を記載するものとする。 
(旧姓使用の制限)
第8条　前条第2項の規定により旧姓の使用の中止を承認された職員は、特段の事
情なく再び旧姓の使用の承認を請求をすることはできないものとする。 
(旧姓使用職員等の責務)
第9条　旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たって、常に町民又は職員に誤解や混乱
を生じさせないように努めなければならない。 
2　旧姓使用職員は、町民及び組織内部に混乱を生じさせないため、旧姓使用を認め
られた文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。 
3　所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなけれ
ばならない。 
(その他)
第10条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別
に定める。 
附　則 
(施行期日)
1　この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 
(経過措置)
2　この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に婚姻等により戸籍上の氏を改め
た職員は、施行日から平成26年5月30日までに、所属長を経由して町長に第4条第2
項の旧姓使用承認申請書を提出することにより、第5条の承認を受けることができる
ものとする。 
 



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

29 ## 斑鳩町 1

斑鳩町職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、職員の個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備
するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍
上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使
用することに関し必要な事項を定めるものとする。

斑鳩町議会 1 2 1

斑鳩町議会会議規則

第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

1

斑鳩町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

第3条　議員が自己都合、疾病その他の事由により、町議会の会議等を長期間欠席
したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、引き続き90日を超えて欠席
したときは100分の80を、引き続き180日を超えて欠席したときは100分の70を、引き
続き365日を超えて欠席したときは100分の50を乗じて得た額とする。
2　前項の規定は、引き続き90日、180日又は365日を超えて町議会の会議等を欠席
した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議
員報酬から適用する。ただし、議員の辞職その他の理由により議員報酬が支給され
ないときは、前項の規定は適用しない。
3　第1項の規定により議員報酬を減額された議員が町議会の会議等に出席したとき
は、町議会の会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるとき
は、その日の属する月)から議員報酬の減額を解除する。

1 1 1 1 1 1

29 ## 安堵町 2 安堵町議会 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3

29 ## 川西町 2 川西町議会 1 2 1

川西町議会会議規則

(欠席の届出)

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。

2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 3 3 3 3 3 3

29 ## 三宅町 2 三宅町議会 1 2 1

三宅町議会会議規則

第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊婦の場合にあっては、１４週間）
前の日から当該出産の日後８週間を経過するまでの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 田原本町 1

田原本町職員旧姓使用取扱要綱

第１条	　この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）
によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」
という。）を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

（旧姓を使用できる文書等）
第３条	　旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職
務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるもので、次の各号に掲げる基準に
定めるものとする。
（１）	単に氏名が記載されたもの
（２）	専ら組織内部で使用される文書等で、かつ容易に職員の同一性を確認できる内
容のもの
（３）	職員の権利及び義務に係る文書等のうち、職員の同一性の確認が容易にでき、
旧姓使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの
（４）	その他適当と認められるもの

田原本町議会 1 2 1

田原本町議会会議規則

第2条
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて
出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日
後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 曽爾村 4 曽爾村議会 4 3 3 3 3 2 2
29 ## 御杖村 3 御杖村議会 3 4 4 4 4 4 4

29 ## 高取町 1

高取町職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この要綱は、職員の個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備す
るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の
氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用す
ることに関して必要な事項を定めるものとする。

高取町議会 1 3 1

高取町議会会議規則

第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後
8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議
長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 明日香村 2 明日香村村議会 2 2 2 2 2 2 2

29 ## 上牧町 2 上牧町議会 1 2 1

上牧町議会会議規則

（欠席の届出）第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産
補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日
の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 王寺町 2 王寺町議会 1 2 1

王寺町議会会議規則

(参集)
(欠席の届出)
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻まで
に議長に届け出なければならない。
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 広陵町 1

職員の旧姓使用について(通知文)

２　旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触する恐れ
がなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、概ね次のとおりとす
る。
（１）職場での呼称、名札、名刺及び名簿
（２）起案文書等及び決裁に係る押印
（３）人事異動予定表及び辞令書
（４）出勤簿及びそれに係る届出等

広陵町議会 1 2 1

広陵町議会会議規則

第2条第2項
　議員前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、日数を定
めて出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産
の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 4



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

29 ## 河合町 2 河合町議会 1 2 1

河合町議会会議規則　第２条

河合町議会会議規則　第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶
者の出産補助　その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を
付け、当日の閉議時刻までに議長に届け出なければならない。　　　２　前項の規定に
かかわらず、議員が出産のため出席できないとき　は、出産予定日の６週間（多胎妊
婦の場合にあっては、１４週間）　前の日から該当出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内におい　て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
る　ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 吉野町 2 吉野町議会 4 1 1 1 1 1 1
29 ## 大淀町 2 大淀町議会 2 2 2 2 2 2 4

29 ## 下市町 3 下市町議会 1 2 1

下市町議会会議規則

第２条の２項目　議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 黒滝村 4 黒滝村議会 4 4 4 4 4 4 4

29 ## 天川村 4 天川村議会 1 4 1

天川村議会会議規則

(欠席の届出)
第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

29 ## 野迫川村 2 野迫川村議会 4 4 4 4 4 4 4
29 ## 十津川村 4 十津川村議会 4 4 4 4 4 4 4
29 ## 下北山村 4 下北山村議会 4 4 4 4 4 2 4
29 ## 上北山村 4 上北山村議会 4 4 4 4 4 2 4
29 ## 川上村 2 川上村議会 4 4 4 4 4 4 4
29 ## 東吉野村 4 東吉野村議会 4 4 4 4 4 2 4



市町村４－５ (2)

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 奈良県

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問８ 問９ 問１０ 問１２ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置されている。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設置または提供
がされている。（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後、取り組む予定であ
る。
３．行っておらず、今後、
取り組む予定もない。

１
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に
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．
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窓
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３

．

ハ
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メ
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議

員

向

け

研

修

を

行
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て

い

る

４

．

そ

の

他
その他内容

１．利用している。
２．利用していないが、今
後利用予定である。
３．利用していない。

１．行っている。
２．行っていないが、今後、
取り組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
り組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 2

0 0 9 0 0 0 0 2 6 8 30

1 1 25 0 0 2 0 0 32 2 7

38 38 0 0 0 1 29

29 ## 奈良市 4 4 1 1

奈良市議会ハラスメントの防止に関する指針

ハラスメントが及ぼす影響、国の取組並びに議
員及び職員の在り方を踏まえ、策定の目的、ハ
ラスメントに該当する行為の例などについて記
載している。※本指針は条建てで策定されてい
ない。また、議会としてハラスメント防止にどのよ
うに取り組むかを具体的に定めたものではなく、
ハラスメントによる悪影響やハラスメントの具体
例を記載し、ハラスメントに当たる行為を行わせ
ないようにすることが主な目的となっている。

3 2 2

29 ## 大和高田市 4 4 3 3 2 2
29 ## 大和郡山市 4 4 3 3 2 2
29 ## 天理市 4 4 2 3 4 3
29 ## 橿原市 4 4 3 3 2 2
29 ## 桜井市 4 4 2 3 4 2
29 ## 五條市 4 4 3 3 4 2

29 ## 御所市 4 4 3 3 4 1

御所市地域防災計画

安全対策本部避難所班（中略）は（中略）指定
避難所を運営・管理を行う。また、運営における
女性の参画、老若男女のニーズの違いを踏ま
え、誰もが健康を維持する事ができる環境であ
るよう各々に配慮する。

29 ## 生駒市 4 4 3 3 2 2
29 ## 香芝市 4 4 3 3 4 2
29 ## 葛城市 4 4 1 3 2 2 4 2
29 ## 宇陀市 4 4 3 2 4 2
29 ## 山添村 4 4 3 3 4 2
29 ## 平群町 4 4 3 1 4 2
29 ## 三郷町 4 4 3 3 2 2
29 ## 斑鳩町 4 4 3 3 4 2
29 ## 安堵町 4 4 3 3 4 2
29 ## 川西町 4 4 3 3 3 2
29 ## 三宅町 4 4 2 2 4 2
29 ## 田原本町 4 4 1 3 2 3 4 2
29 ## 曽爾村 4 4 3 3 4 2
29 ## 御杖村 4 4 2 3 4 3

29 ## 高取町 4 4 1 1

高取町政治倫理条例

第1条　この条例は、町政の担い手たる高取町
の町長、副町長及び教育長(以下「町長等」とい
う。)並びに高取町の議会議員(以下「議員」とい
う。)が、町民の厳粛な信託によるものであること
を認識し、町民全体の奉仕者として、その人格
と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力
を不正に行使して、自己の利益を図ることのな
いよう必要な措置を定めることにより、町政に対
する町民の信頼に応えるとともに、併せて町民
にも町政に対する正しい認識と自覚を喚起し、
公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与す
ることを目的とする。

3 4 2

29 ## 明日香村 3 3 2 2 2 2
29 ## 上牧町 4 4 2 3 4 2

29 ## 王寺町 4 4 2 2 4 1

王寺町地域防災計画

第２章第２節
第４　指定避難所の整備　３要配慮者や女性等
を考慮した避難施設・設備の整備　
第６　避難所管理・運営マニュアルの作成　５女
性等の多様な視点の取入れ、プライバシーの確
保

29 ## 広陵町 4 4 3 3 4 3
29 ## 河合町 4 4 3 3 3 2
29 ## 吉野町 4 4 3 3 4 2
29 ## 大淀町 4 4 3 3 2 2
29 ## 下市町 4 4 3 3 4 2
29 ## 黒滝村 4 4 3 3 4 2
29 ## 天川村 4 4 2 2 4 3
29 ## 野迫川村 4 4 2 3 4 3
29 ## 十津川村 4 4 3 3 4 3
29 ## 下北山村 4 4 3 3 4 2
29 ## 上北山村 4 4 3 3 4 2

29 ## 川上村 4 4 1 4
村独自では行っていいないが広域
で開催される研修会に参加。 3 4 2

29 ## 東吉野村 4 4 3 3 4 3

調査時点

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することのできる授乳室等が議
会に設置または提供されているか。
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市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１１

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１０で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。 問１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

内閣府が公表した教材動
画「政治分野におけるハラ
スメント防止研修教材」の
利用

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。
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